
稲 沢 市 職 員 の 職 務 に 関 す る 提 言 等 の 取 扱 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 政 の 透 明 性 ・ 公 平 性 の 確 保 を 図 る た

め 、 職 員 が 、 そ の 職 務 に 関 し て 受 け る 提 言 等 に つ い て 、 そ

の 内 容 の 記 録 等 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 職 員  地 方 公 務 員 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 ）第

３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 特 別 職 に 属 す る 職 員 で 常 勤 の も の

及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 一 般 職 に 属 す る 職 員 を い う 。  

(2) 公 職 者  国 会 議 員 、地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 員 及 び 他

の 地 方 公 共 団 体 の 長 （ こ れ ら の 者 の 秘 書 、 代 理 人 及 び 使

者 を 含 む 。） を い う 。  

(3) 提 言 等  提 言 、提 案 、要 望 、要 請 、相 談 、意 見 、苦 情 、

依 頼 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 為 で 、 職 員 以 外 の 者 が 職 員

に 対 し 、 職 務 の 執 行 に 関 し 一 定 の 具 体 的 な 行 為 を し 、 又

は し な い こ と を 働 き か け る こ と を い い 、口 頭 、電 話 等（ 電

子 メ ー ル を 含 む 。） の 文 書 以 外 の 手 段 に よ り 受 け た も の

（ 単 な る 問 合 せ 又 は 公 表 さ れ て い る 事 実 内 容 の 確 認 で あ

る こ と が 明 白 で あ る と き は 除 く 。）と す る 。た だ し 、懇 談

会 、 公 聴 会 、 説 明 会 等 の 公 開 の 場 又 は 非 公 開 で あ っ て も

公 式 の 場 で な さ れ た も の は 除 く 。  



（ 提 言 等 の 記 録 ）  

第 ３ 条  職 員 は 、 公 職 者 か ら 提 言 等 を 受 け た と き は 、 記 録 に

残 し 、 公 開 ・ 公 表 の 対 象 と な る 旨 の 説 明 を し た 上 で 、 速 や

か に 公 職 者 か ら の 提 言 等 に 関 す る 記 録 票 （ 別 記 様 式 。 以 下

「 記 録 票 」 と い う 。） 又 は 同 じ 事 項 を 記 録 し た 文 書 を 作 成

す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 提 言 等 の 各 項 目 の 趣

旨 が 複 数 の 部 課 等 に わ た る と き は 、 的 確 な 処 理 に 資 す る た

め 、 所 管 す る 部 課 等 に 連 絡 す る な ど 適 切 な 対 応 に 努 め る も

の と す る 。  

（ 提 言 等 の 確 認 ）  

第 ４ 条  提 言 等 を 受 け た 職 員 は 、 提 言 等 を 行 っ た 公 職 者 に 対

し 、 作 成 し た 文 書 の 記 載 内 容 の 確 認 を 求 め る も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 訂 正 等 の 要 求 が あ っ た 場 合 は 、 記 載 内

容 を 訂 正 し 、 再 度 確 認 を 受 け る も の と す る 。 た だ し 、 公 職

者 か ら 確 認 が 不 要 で あ る 旨 の 意 思 表 示 が あ っ た 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。  

２  公 職 者 か ら 確 認 が 不 要 で あ る 旨 の 意 思 表 示 が あ っ た 場 合

は 、 口 頭 、 電 話 等 の 別 及 び 確 認 が 不 要 で あ る 旨 の 意 思 表 示

が あ っ た 日 時 を 記 録 す る も の と す る 。  

（ 提 言 等 の 報 告 ）  

第 ５ 条  提 言 等 を 受 け た 職 員 は 、 速 や か に そ の 内 容 を 、 所 管

す る 課 等 の 長 （ 必 要 に よ り 関 係 す る 所 管 課 等 の 長 ） へ 報 告

す る も の と す る 。  



２  所 管 す る 課 等 の 長 は 、 提 言 等 に 対 す る 処 理 方 針 案 を 付 し

総 務 課 を 経 由 し て 、 す べ て 所 管 部 長 等 へ 報 告 す る も の と す

る 。 た だ し 、 緊 急 性 の 高 い 提 言 等 に つ い て は 、 処 理 方 針 案

を 付 す る こ と な く 回 議 す る こ と が で き る 。 な お 、 重 要 な 事

案 と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 市 長 ま で 報 告 す る も の と す る 。  

（ 文 書 の 保 管 、 保 存 及 び 公 開 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に よ り 作 成 さ れ る 文 書 は 、 稲 沢 市 行 政 情 報

取 扱 規 程 （ 昭 和 ５ ９ 年 稲 沢 市 訓 令 第 １ 号 ） に よ り 保 管 及 び

保 存 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 保 管 及 び 保 存 し た 記 録 票 等 は 、 稲 沢 市

行 政 情 報 公 開 条 例 （ 昭 和 ５ ８ 年 稲 沢 市 条 例 第 １ ６ 号 ） に 基

づ き 、 取 り 扱 う も の と す る 。  

３  前 項 の 行 政 情 報 を 公 開 す る こ と と し た 場 合 は 、公 職 者（ 秘

書 、代 理 人 及 び 使 者 を 除 く 。）の 氏 名 に つ い て も 公 開 す る も

の と す る 。  

（ 提 言 等 の 概 要 の 公 表 ）  

第 ７ 条  総 務 課 長 は 、 公 職 者 か ら 寄 せ ら れ た 提 言 等 に つ い て 、

定 期 的 に そ の 概 要 及 び 当 該 提 言 等 を 行 っ た 者 の 職 名 を 公

表 す る も の と す る 。   

付  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



別記様式（第３条関係) 

公職者からの提言等に関する記録票 

 市  長 副市長 部 長 次 長 課 長 
グループ 

リーダー 
グループ員 応対者 

         

受  付  日  時 年    月    日    時   分から     時    分まで 

受 付 方 法 ・場 所  

公 職 者 ・職 ・氏 名  

応対者・所属・氏名  

（ 提 言 等 の 件 名 ）  

（提言等の内容）                                                       

確  認  欄 

□  口頭、電話等で確認 

確認年月日        年      月      日       時    分 

□  公職者からの連絡（意向）により確認手続きを省略 

年    月    日    時    分 口頭  電話 その他（        ） 

（処理方針・対応状況） 

 

総務課長
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